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事業所登録の流れ

施設入所支援 計画相談支援短期入所居宅介護・重度訪問介護・

同行援護・行動援護・自立

生活援助・地域生着支援 生活介護・自立訓練・就労移行・就労継続Ａ・Ｂ

事業所の運営規定を変更し、地域生活支援拠点等の機能を有することを明記する

市から登録通知書が送付される

市障がい福祉課庶務係に次の書類を提出する

①埼玉県へ提出した変更届の写し（収受印があるもの）②

変更後の運営規定の写し

③地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)

埼玉県福祉部障害者支援課施設支援担当へ次の書類を

提出する

①変更届出書

②体制届

③変更後の運営規程の写し

計画相談支援事業所計画相談支援事業所以外の事業所

市障がい福祉課庶務係に次の書類を提

出する

①変更後の運営規定の写し

②地域生活支援拠点等事業所登録申請

書(様式第1号)


